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固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の

申
告
を
お
忘
れ
な
く

※
申
告
受
付
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
税
務
課
税
務
Ｇ☎

６
６
２
‐
２
１
１
２

　

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
で
町
内
に
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
個
人
ま
た
は
法
人
は
、

そ
の
取
得
価
額
等
に
つ
い
て
申
告
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
償
却
資
産
と
は
、
個
人
や
法

人
で
事
業
（
工
場
・
店
舗
・
農
業
）
を
営
ん

で
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
保
有
す

る
構
築
物
、
機
械
・
装
置
、
車
両
・
運
搬
具
、

工
具
・
器
具
・
備
品
な
ど
の
事
業
用
資
産
の

こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
資
産
に
は
土
地
や
家

屋
と
同
じ
よ
う
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

※ 

前
年
ま
で
申
告
し
て
い
る
資
産
に
異
動
が

な
い
場
合
や
町
内
に
資
産
が
す
で
に
な
い

場
合
、
事
業
の
廃
止
や
休
止
の
場
合
で
も

そ
の
旨
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 
申
告
受
付
期
間　

１
月
６
日
（
月
）
～
３１

日
（
金
）

※ 

期
限
間
近
に
な
る
と
大
変
混
み
合
い
ま
す

の
で
、
１
月
2１
日
（
火
）
ま
で
の
提
出
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

● 

受
付
場
所　

住
民
税
務
課
税
務
Ｇ
（
役
場

１
階
５
番
窓
口
）
（
郵
送
可
）

行
政
相
談
を　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
広
報
課
庶
務
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
、
当
日
会
場
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

●
日
時　

１
月
８
日
（
水
）

 

午
前
１0
時
～
正
午

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の

追
加
受
付
を
開
始
し
ま
す

※
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
合
政
策
課
財
政
管
財
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
８

　

町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
お
よ
び
測
量
・

コ
ン
サ
ル
等
の
入
札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る

方
は
関
係
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
書
類
等
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
令
和
元
・
２
年
度
中
山
町
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
要
領
」（
建
設
工
事
お
よ
び
測
量
・

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
総
合
政
策
課
財
政
管
財
Ｇ
に
も
準

備
し
て
あ
り
ま
す
。

● 

受
付
期
間　

２
月
３
日
（
月
）
～
28
日

（
金
）

※ 

物
品
・
業
務
委
託
お
よ
び
中
山
町
小
規
模

工
事
等
受
注
希
望
者
登
録
は
、
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

弔
意
・
弔
電
の
変
更
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
広
報
課
庶
務
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　

こ
れ
ま
で
町
民
の
皆
さ
ま
の
訃
報
の
際
に

は
、
哀
悼
の
意
を
表
し
電
報
に
よ
り
弔
意
を

お
伝
え
し
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
２
年
１
月

よ
り
死
亡
届
の
提
出
時
に
弔
文
を
お
渡
し
し

ま
す
。

　

弔
意
を
表
す
る
際
の
時
間
差
の
解
消
、
手

続
き
漏
れ
の
防
止
な
ど
を
主
た
る
目
的
と
し

た
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
会
場　

中
央
公
民
館
１
階　

第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　

黒
沼
裕
一
氏

　
　
　
　
　

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

● 

そ
の
他　

申
告
書
類
は
す
で
に
送
付
し
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
届
い
て
い
な
い
方
や
新

規
に
事
業
を
開
始
し
た
方
は
、
住
民
税
務

課
税
務
Ｇ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

1 2.1.12.1.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



第
３３
回
な
か
や
ま
雪
中
カ
ル

タ
大
会
を
開
催
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

 

青
少
年
育
成
町
民
会
議
事
務
局
（
教
育
課

　

生
涯
学
習
Ｇ
）

 

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

母
子
保
健
推
進
員
を　
　

　

募
集
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

 
☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

　

母
子
保
健
推
進
員
は
町
保
健
師
と
協
力
し
、

地
域
の
子
育
て
を
応
援
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
で

す
。

●
募
集
人
数　

若
干
名

● 

活
動
内
容　

乳
児
家
庭
訪
問
（
月
に
数
件

程
度
）
、
乳
幼
児
健
康
診
査
補
助
業
務
等

● 

応
募
要
件　

保
健
師
、
助
産
師
ま
た
は
看

護
師
（
准
看
護
師
）
の
資
格
を
有
す
る
70

歳
ま
で
の
方

● 

応
募
方
法　

１
月
３１
日
（
金
）
ま
で
電
話

ま
た
は
健
康
福
祉
課
（
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）
へ
お
越
し
の
上
、
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

●
日
時　

２
月
２
日
（
日
）
午
前
９
時
～

● 

場
所　

町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
天
候
や
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
状
況
に
よ
り
総
合
体
育
館
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

●
対
象　

町
内
の
小
学
生

● 

内
容　

昭
和
60
年
の
作
製
時
と
変
わ
ら
な

い
ふ
る
さ
と
を
題
材
に
し
た
カ
ル
タ
め
が

け
て
、
子
ど
も
た
ち
が
元
気
に
走
り
ま
す
。

新
春
町
民
囲
碁
・
将
棋
大
会

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

中
央
公
民
館 

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

●
期
日　

１
月
25
日
（
土
）

● 

時
間　

▼
受
付
…
午
前
９
時
～
９
時
３0
分

▼
開
会
式
…
午
前
９
時
３0
分
～
９
時
４0
分

▼
対
局
…
午
前
９
時
４0
分
～
午
後
４
時

● 

場
所　

中
央
公
民
館　

▼
開
会
式
…
第
２

和
室　

▼
囲
碁
…
第
１
研
修
室　

▼
将
棋

…
第
１
会
議
室　

● 

対
局
に
つ
い
て　

ク
ラ
ス
ご
と
の
リ
ー
グ

戦
（
囲
碁
・
将
棋
と
も
Ａ
・
Ｂ
ク
ラ
ス
）

障
害
者
控
除
・
お
む
つ
代

 
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

証
明
書
・
認
定
書
の
交
付
の
こ
と

 
…
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

　

税
の
控
除
の
こ
と
…
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

【
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
】

　

確
定
申
告
等
に
お
い
て
お
む
つ
代
を
医
療

費
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
、
医
師
が
発

行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で

す
。

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者
に
お
け
る
２

年
目
以
降
の
申
告
で
は
、
医
師
が
発
行
す
る

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ
っ
て
、
町

が
発
行
す
る
「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証

明
書
」
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明

書
」
の
必
要
な
方
は
、
健
康
福
祉
課
（
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
で
発
行
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

交
付
に
つ
い
て
】

　

65
歳
以
上
で
介
護
保
険
の
要
介
護
１
以
上

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の
う
ち
、
身
体
障

害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
で

も
、
障
が
い
者
ま
た
は
特
別
障
が
い
者
に
準

ず
る
者
と
し
て
町
が
発
行
す
る
「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
に
よ
り
所
得
税
お
よ
び

町
県
民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

12
月
31
日
現
在
で
障
害
者
控
除
対
象
者
に

該
当
す
る
方
へ
は
、
１
月
中
旬
頃
ま
で
に

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
一
斉
送

付
し
ま
す
の
で
確
定
申
告
等
で
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

※ 

対
象
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、
健
康

福
祉
課
で
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※ 

介
護
認
定
の
変
更
等
を
申
請
し
て
い
る
方

は
、
送
付
時
期
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
協
議
会
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

【
心
配
ご
と
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
】

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

●
日
時　

１
月
８
日
（
水
）

 

午
後
１
時
３0
分
～
４
時

●
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

【 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
あ
な

た
の
活
動
を
紹
介
し
て
み
ま
せ
ん
か
】

　

中
山
町
で
活
動
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ
の
紹
介
と
交
流
会
を
行
う
イ
ベ
ン

ト
を
２
月
下
旬
に
開
催
し
ま
す
。
そ
の
イ
ベ

ン
ト
で
活
動
を
紹
介
し
た
い
方
を
募
集
し
ま

※ 

活
動
内
容
の
詳
細
や
謝
金
等
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

参
加
資
格　

町
内
在
住
者
・
在
勤
者
・
出

身
者
。
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。

● 

参
加
料　

▼
一
般
…
１
０
０
０
円　

▼
子

ど
も
…
５
０
０
円
（
中
学
生
ま
で
）

※
昼
食
代
を
含
み
ま
す

● 

そ
の
他　

▼
参
加
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

当
日
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。　

▼
ク
ラ
ス
ご
と
に
、
第
３
位
ま
で
の
方
に

賞
状
と
賞
品
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

22.1.12.1.1



総合窓口から総合窓口から

※お問い合わせ先

　住民税務課住民Ｇ　☎６６２ - ２５９３

　住民票、戸籍、税などの各証明書の申請や、住所異動や戸籍届出、その他の手続きをする際、窓

口に来た方の本人確認をしております。本人確認ができない場合は、再度来庁していただく場合が

ございますので、本人確認書類をお持ちの上、ご来庁をお願いします。

　なりすまし等による不正申請を防止するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類

　・Ａに分類される書類を１点提示してください。

　・Ｂに分類される書類を２点提示してください。

　・Ｂに分類される書類１点とＣに分類される書類１点の計２点を提示してください。

　　※Ｃに分類される書類２点の提示では本人確認ができません。

　　※個人番号通知カードは法令により本人確認書類として認められていません。

※印鑑証明書が必要な場合は、印鑑登録証をご持参ください。

※手続きによっては委任状が必要となる場合がございます。

※マイナンバーカード申請時の本人確認書類については、担当者へご相談ください。

※本人確認書類のほかに、手続きの内容によって必要となる持ち物がございます。

不明な点は下記お問い合わせ先へお電話ください。

Ａ

・運転免許証・運転経歴証明書（平成2４年４月１日以降交付のもの）・個人番号カード

・身体障害者手帳・療育手帳・パスポート・在留カード

・住民基本台帳カード（写真が貼付されているもの）　など

Ｂ

・健康保険証・年金手帳・年金証書・医療受給者証・介護保険証

・住民基本台帳カード（写真が貼付されていないもの）

・運転経歴証明書（平成2４年４月１日以前交付のもの）・生活保護受給者証　など

Ｃ
・写真が貼付されている身分証明書（学生証、社員証等）

・診察券（氏名・生年月日が記載）・本人名義の預金通帳・キャッシュカード　など

〜本人確認について〜〜本人確認について〜

す
。
団
体
・
個
人
・
支
援
活
動
・
芸
能
活
動

は
問
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
運
営
企
画
等
の
お

手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
け
る
方
も
募
集
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

お
申
込
み
い
た
だ
い
た
方
に
、
１
月
１7
日

（
金
）
午
後
開
催
予
定
の
打
ち
合
わ
せ
会
に

つ
い
て
の
詳
し
い
ご
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。

● 

申
込
方
法　

町
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で
電

話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

代
表
の
方
の
名
前
、
住
所
、
電
話
番
号
、

打
ち
合
わ
せ
会
参
加
人
数
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
の
活
動
内
容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切　

１
月
１0
日
（
金
）

消
防
出
初
式
を　
　
　
　

ご
覧
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
広
報
課
危
機
管
理
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
４
８
９
９

　

町
消
防
団
に
よ
る
威
風
堂
々
の
分
列
行
進

や
年
頭
の
放
水
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
会
場
と
な
る
道
路
は
午
前
８
時
３0

分
か
ら
一
時
通
行
止
め
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

１
月
１2
日
（
日
）

 

午
前
１0
時
～
１１
時

●
場
所　

中
央
公
民
館
前
通
り

3 2.1.12.1.1



●期　　　日　 ①１月2４日、②１月３１日、③２月７日、④２月１４日、⑤２月2１日、

　　　　　　　⑥２月28日、⑦３月６日、⑧３月１３日（全て金曜日）

　　　　　　　※８回で１コースです。原則全ての回に参加をお願いします。

●時　　　間　午後１時３0分～３時

●場　　　所　中央公民館第２研修室（２階）

●対象・定員　 町内在住で65歳以上の元気な高齢者（医師から運動制限を受けていない方）

　　　　　　　20名（申込多数の場合は抽選になります）

●内　　　容　 脳トレや軽体操、認知症についての講話などを

行います。

　　　　　　　８回の連続講座で脳力アップを図りましょう！

●参　加　費　無料

●指　導　者　㈱スポーツクラブ天童　健康運動指導士など

●申 込 方 法　 １月６日（月）～１5日（水）までに健康福祉課

または役場総合窓口で申し込んでください。

　　　　　　　※印かんが必要です。

※お問い合わせ先

　健康福祉課介護支援Ｇ　☎６６２ - ２４５６

【
第
１5
回
第
６
師
団
音
楽
ま
つ
り
を
開
催
し

ま
す
】

①
陸
上
自
衛
隊
第
６
師
団
司
令
部
広
報
室

（
☎
０
２
３
７
︲
４
８
︲
１
１
５
１
／
内

線
５
３
７
４
）　

②
２
月
８
日
（
土
）　

第

１
回
公
演
…
午
前
１１
時
開
演
／
第
２
回
公

演
…
午
後
３
時
開
演　

③
天
童
市
市
民
文

化
会
館　

⑥
無
料　

⑦
１
月
22
日
（
水
）

ま
で
、
メ
ー
ル
ま
た
は
往
復
ハ
ガ
キ
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
応
募
要
領
は
第
６

師
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、
電
話
で
①

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
就
職
面
談
会
in
や
ま
が
た
】

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
ま
が
た
（
☎
６
８
４

︲
１
５
２
１
）　

②
２
月
１４
日
（
金
）　

午

後
１
時
～
４
時
（
受
付
開
始　

正
午
）　

③
山
形
ビ
ッ
グ
ウ
イ
ン
グ　

④
１
２
０
社

参
加
予
定
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
ま
が
た
・

む
ら
や
ま
・
さ
が
え
管
内
に
本
社
ま
た
は

就
業
場
所
が
あ
り
、
正
社
員
の
求
人
票
を

１
件
以
上
提
出
し
て
い
る
企
業
が
参
加
し

ま
す
。　

⑤
全
年
齢
の
一
般
求
職
者
（
Ｕ
・

Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
を
含
む
）
、
令
和
２
年

３
月
大
学
等
お
よ
び
高
校
卒
業
予
定
者
。

●

●

●

そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

旧
柏
倉
九
左
衛
門
家
ひ
な
ま
つ
り

運
営
ス
タ
ッ
フ
の
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

２
０
２
０
旧
柏
倉
九
左
衛
門
家
ひ
な
ま
つ
り

実
行
委
員
会
事
務
局
（
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ
）

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

　

３
月
に
開
催
す
る
ひ
な
ま
つ
り
の
運
営
に

ご
協
力
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

●
期
間　

３
月
１
日
（
日
）
～
８
日
（
日
）

午
前
９
時
３0
分
～
午
後
４
時
３0
分

※
シ
フ
ト
制
で
す
の
で
、
ご
協
力
い
た
だ
け

る
日
数
な
ど
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
場
所　

旧
柏
倉
家
住
宅
、
旧
柏
倉
惣
右
衛

門
家
住
宅

●
内
容　

ひ
な
ま
つ
り
入
場
者
の
受
付
補
助
、

各
部
屋
で
の
接
客
な
ど

●
謝
金　

１
日
１
０
０
０
円

●
応
募
方
法　

申
込
用
紙
に
住
所
、
氏
名
、

連
絡
先
を
記
入
し
、
教
育
課
生
涯
学
習
G

（
中
央
公
民
館
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
用
紙
は
中
央
公
民
館
で
配
布
し
て
い

る
ほ
か
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
込
締
切　

１
月
３１
日
（
金
）

認知症予防「脳力アップ教室」を開催認知症予防「脳力アップ教室」を開催
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消費生活の窓口から消費生活の窓口から

子どもがオンラインゲームで無断決済！

　携帯電話会社から、キャリア決済の支払額が限度額の10万円を超えるという通知が届いて初めて、

小学生の娘が親のスマートフォンでオンラインゲームをしていたことが分かった、というような相

談が増えています。この事例では、子どもはこっそり盗み見たパスワードを入れてゲームをダウン

ロードし、課金していました。お金を払っているという感覚もなくゲームを進めていたようです。

子どもがオンラインゲームで課金し高額請求を受けるケースでは、親のクレジットカード情報を勝

手に使用してしまうほか、最近では携帯電話のキャリア決済を無断で利用してしまうケースも見ら

れます。

　※キャリア決済… 「キャリア」は携帯電話の通信サービスを提供している会社のこと。「大手キャ

リア」といえば、ドコモ、ａｕ、ソフトバンクを指す。携帯電話の各キャリア

のＩＤとパスワード認証等を利用することで、携帯電話料金と合算で商品等の

代金を支払える決済サービス。

　プレミアム付商品券（中山町では「ひまわり商品券」を販売）の使用期限がせまっています。

　使用期限後は使用できませんのでご注意ください。

　なお、「商品券引換券交付申請」および「商品券販売」は終了しています。

●商品券を使用できる期間　令和２年１月１３日（月・祝）まで

　（商工会で販売しました「ひまわり商品券」も１３日までです。）

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２ - ２５９３

※お問い合わせ先　健康福祉課福祉子育て支援Ｇ　☎６６２‐２６７３

　　　　　　　　　産業振興課産業振興Ｇ　　　　☎６６２‐２１１４

　　　　　　　　　中山町商品券振興会事務局（中山町商工会内）　☎６６２‐２２０７

【アドバイス】

◆クレジットカードやキャリア決済のパスワード等の管理には十分注意しましょう。

◆利用ごとに通知をもらう設定をし、利用状況を確認しましょう。

◆ 周囲の大人は、ゲームの料金体系や決済方法等を理解し、日ごろから子どもとゲームの利用ルー

ルについてよく話し合いましょう。

◆困った時は、消費生活相談窓口か消費生活ホットライン（局番なしの１
い

８
や

８
や

番）に相談しましょう。

～家庭内でルールづくりをしましょう！！～

プレミアム付商品券（ひまわり商品券）をお持ちの方へ

見本
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保健カレンダー
※保健事業に関するお問い合わせ先

健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

●申込期間　１月１日（水）～１月１０日（金）

●対 象　二種混合…平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれ

　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）…平成１２年２月２日～平成１９年４月１日生まれで未接種の方

　　　　　　日本脳炎２期…平成１２年２月２日～平成１４年４月１日生まれで未接種の方

●次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。令和２年２月１

日から希望した医療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送し

ますので届いたら医療機関に予約をいれてください）。

　①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1　健康づくりＧ宛）

　②保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてく

ださい。

　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。

※ ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、麻しん風

しん１期・２期、水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関希望の場

合は健康づくりＧに申込票をお届けください。接種券を郵送しますので、届いたら医療機関に予約

をいれてください）。

　接種期限が令和２年１月３１日までとなっております。医療機関に申し込まれている方は、お早めに

受けるようにしてください（詳しい内容については、お知らせ版１０月１日号または町公式ホームペー

ジでご確認ください）。

【感染性胃腸炎】

◆調理や食事前、用便後、おむつ交換時など、石けんでこまめな手洗いを心がけましょう。

◆加熱が必要な食品は中心部までしっかりと加熱（８５℃で１分以上）しましょう。

【インフルエンザ】

◆ 帰宅時、食事前、せきやくしゃみで口を押さえた後な

ど、石けんでこまめな手洗いを心がけましょう。

◆帰宅時などうがいをしましょう。

◆ せきやくしゃみなどの症状がある時や、混み合った場

所や乗り物など換気の不十分な場所にいるときはマス

クを着用しましょう。

令和２年２月に接種を希望する方二種混合（ジフテリア・破傷風）／日本脳炎の申込受付について

高齢者および小児インフルエンザ予防接種について

冬季に多い「感染性胃腸炎」、「インフルエンザ」に注意しましょう

１月の日曜当番医

※ 日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39　☎635-9955）も利用できます。

１月１２日（日）午前９時～正午 中山診療所 ☎６６２−５０１１

１月２６日（日）午前９時～正午 秋葉医院 ☎６６３−１０００
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令和２年 睦月／2020.January

まちのカレンダー
■…町関係 　□…教育委員会関係 　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係 　○…その他

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

１月１０日（金）
１月２４日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

１月１３日（月）
１月２７日（月） 火・金曜日 木曜日

その他のごみ収集日
※行事や日曜当番医院は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、素材ごとに分別しましょう。
【１月１３日（月）は祝日ですが、もやせるごみ、ペットボトルの収集をします（該当地区のみ）】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

２/1

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

元日

■中山町民交通安全行動の日
■ごみ収集休み（３日まで）

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館休館日
■新春を祝う会
■ 固定資産税（３期）、国民健康保険税・介護保険料・
　後期高齢者医療保険料（６期）納期限

□長崎小３学期始業式
★お話と遊びの会

□豊田小・中山中３学期始業式
■行政相談　◆１歳６か月児健診
★ふれあい広場（プレイルーム）
●いきいきタイム（総合体育館）
○心配ごと相談所

◆食改養成講習会
★じぃじ・ばぁばの日

■中山町消防団出初式
●いきいきタイム（総合体育館）

成人の日

□勤労文化センター休館日

◆母子手帳交付◆定期健康相談
★発育測定と保健師の話
□ほんわ館・総合体育館休館日

■中山町民交通安全行動の日
★ふれあい広場（作って遊ぼう）
●いきいきタイム（総合体育館）

□豊田小新入児童保護者説明会

□ほんわ館おはなし会
★子育て支援センター開館日

●いきいきタイム（中央公民館）

□ほんわ館・総合体育館休館日
★子育て支援センター休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日

★お話と遊びの会

★ふれあい広場（誕生会）
●いきいきタイム（総合体育館）
○心配ごと法律相談所

★赤ちゃんとママの日

□新春町民囲碁・将棋大会

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館・勤労文化センター休館日

◆母子手帳交付◆定期健康相談◆育児相談
★お話と遊びの会
□長崎小新入児童保護者説明会

◆乳児健診
★ふれあい広場（豆まき）
●いきいきタイム（総合体育館）

■町県民税（４期）、国民健康保険税・介護保険料・
　後期高齢者医療保険料（７期）納期限

■中山町民交通安全行動の日

1月

古紙類（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

秋葉医院
663-1000
9時〜12時

中山診療所
662-5011
9時〜12時


